
標 準 額 単位 条　　　件

専門 1万4,000円 1日 実労働時間は8時間とする

軽  9,000円 1日 実労働時間は8時間とする

専門 1万4,000円 1日 実労働時間は8時間とする

軽  9,000円 1日 実労働時間は8時間とする

適用開始時期　令和8年4月1日

作　業　名

水田作業

畑  作  業

なお、これは農業委員会の申し合わせの金額ですので、地区の習慣や作業の内容等により適宜実施願います。


